
目

次

公
営
企
業

○
青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqq（
整
備
企
画
課
）
…
一

○
青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

営

企

業

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
二
十
五
条
の
十
四
」
を
「
第
百
二
十
五
条
の
十
五
」
に
、
「
第
百
二
十
五
条
の

十
」
を
「
第
百
二
十
五
条
の
十
一
」
に
、
「
第
百
二
十
五
条
の
十
一
―
第
百
二
十
五
条
の
十
三
」
を

「
第
百
二
十
五
条
の
十
二
―
第
百
二
十
五
条
の
十
四
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
中
「
入
札
心
得
書
」
を
「
入
札
者
心
得
書
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
号
中
「
第
二
条
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
三

号
」
を
「
同
条
第
四
号
イ
に
定
め
る
役
務
に
係
る
同
号
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
の
四
中
「
第
二
条
第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
条
第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
六
号
」
に
、
「
特
例

政
令
第
二
条
第
四
号
」
を
「
同
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
又
は

前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
場
合
に
お
け
る
前
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
百
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
行

う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
行
う
も
の
と
す
る
。

一

特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
る
旨

二

特
例
政
令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
札
数
量
の
一
部
に
つ
い
て
落
札
が
な
か
つ
た
も

の
と
す
る
こ
と
が
あ
る
旨

三

特
例
政
令
第
十
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
競
争
入
札
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
旨

四

端
数
の
入
札
を
制
限
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨

第
百
二
十
五
条
の
十
四
中
「
第
百
二
十
五
条
の
九
及
び
第
百
二
十
五
条
の
十
」
を
「
第
百
二
十
五

条
の
十
及
び
第
百
二
十
五
条
の
十
一
」
に
、
「
第
百
二
十
五
条
の
九
第
二
項
中
「
落
札
」
と
あ
る
の

は
「
随
意
契
約
」
と
、
「
落
札
者
」
と
あ
る
の
は
「
随
意
契
約
の
相
手
方
」
と
、
「
落
札
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額
」
と
、
」
を
「
第
百
二
十
五
条
の
十
第
二
項
第
七
号
中
」

に
改
め
、
第
十
二
章
第
五
節
第
三
款
中
同
条
を
第
百
二
十
五
条
の
十
五
と
す
る
。

第
百
二
十
五
条
の
十
三
中
「
第
百
二
十
五
条
の
十
」
を
「
第
百
二
十
五
条
の
十
一
」
に
、
「
第
百

二
十
五
条
の
十
一
第
二
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
の
十
二
第
二
項
」
に
、
「
第
百
二
十
五
条
の
八
第

一
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
の
八
中
「
第
百
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
二
十
二
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
百
十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
百
二
十
五
条
の
九
第
一
項
」
に
、
「
第
百
二
十
五
条

の
九
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
百
二
十
五
条
の
十
第
二
項
第
七
号
」
に
、
「
第
百
二
十
五
条
の
十
一

第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
五
条
の
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
第
十
二
章
第
五
節
第
二
款
中
同
条
を
第

百
二
十
五
条
の
十
四
と
す
る
。

第
百
二
十
五
条
の
十
二
第
三
項
中
「
事
項
」
の
下
に
「
（
特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
名
競
争
入
札
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
四
項
各
号
及
び
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
）
」

を
加
え
、
同
条
を
第
百
二
十
五
条
の
十
三
と
す
る
。

第
百
二
十
五
条
の
十
一
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
競
争
入
札
に
付
す
る
場
合
に
お
け
る
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
通
知
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
行

う
も
の
と
す
る
。

一

特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
る
旨

二

特
例
政
令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
札
数
量
の
一
部
に
つ
い
て
落
札
が
な
か
つ
た
も
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森
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の
と
す
る
こ
と
が
あ
る
旨

三

特
例
政
令
第
十
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
名
競
争
入
札
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る

旨
四

端
数
の
入
札
を
制
限
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨

第
百
二
十
五
条
の
十
一
を
第
百
二
十
五
条
の
十
二
と
し
、
第
十
二
章
第
五
節
第
一
款
中
第
百
二
十

五
条
の
十
を
第
百
二
十
五
条
の
十
一
と
し
、
第
百
二
十
五
条
の
九
を
第
百
二
十
五
条
の
十
と
し
、
第

百
二
十
五
条
の
八
を
第
百
二
十
五
条
の
九
と
し
、
第
百
二
十
五
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。（

複
数
落
札
入
札
制
度
に
よ
る
場
合
の
予
定
価
格
の
決
定
）

第
百
二
十
五
条
の
八

特
例
政
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
の

予
定
価
格
は
、
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
物

品
等
又
は
特
定
役
務
の
種
類
ご
と
の
総
価
額
を
当
該
物
品
等
又
は
当
該
特
定
役
務
の
種
類
ご
と
の

需
要
数
量
で
除
し
た
金
額
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
四
第
一
項
第
十
五
号
中
「
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
」
を
「
義
務
教
育
終
了
」
に

改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
時
間
外
勤
務
の
制
限
）

第
三
十
二
条
の
二

知
事
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
の
範
囲
を
超
え
て
、
職
員
に
第
三

条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
（
以
下
、
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
以
外
の

時
間
に
お
け
る
勤
務
（
職
務
の
性
質
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
「
時
間
外
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
時
間
外
勤
務
の
制
限
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会

規
則
の
例
に
よ
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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